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令 和 ８ 年 ２ 月 13 日 

都市局公園緑地・景観課 

 

「地域の再生に向けた景観・歴史・文化の積極活用 

～景観・歴まちの新展開（景観・歴まち 2.0）～」公表！ 

～歴まち・景観ワーキンググループとりまとめ～ 

 

 

 

 

 

 

都市行政全般において都市再生等に関する制度が充実してきた一方で、大都市圏への人

口や経済機能、訪日客の集中傾向が見られ、人口減少や高齢化に伴い疲弊した地方圏では、

景観・歴史・文化資源の保全が危機的な状況にあります。 

このような状況において、これら地域資源を保全・活用するまちづくりや、地域の魅力

を高めることで地方への人の流れを取り戻すことへの重要性が高まっております。 

これを踏まえ、国土交通省では「地域資源の保全と活用に向けた歴史まちづくりや景観

行政に関するワーキンググループ」を設置し、昨年８月から５回にわたって議論を進めて

まいりました。本ワーキンググループの議論を踏まえ、地域資源を保全するだけでなく、

より積極的に活用するため、歴史まちづくり行政と景観行政の第２ステップとして展開す

る「景観・歴まち 2.0」の始動に向けた提言がとりまとめられたものです。 

 

＜とりまとめの主な内容＞ 

1. 歴史まちづくりの裾野拡大による地方の魅力向上 

2. 景観行政団体間の連携による広域景観の保全 

3. エリアリノベーションによる景観再生と地方への投資拡大 

 

（添付資料） 

別紙１ とりまとめ概要 

別紙２ 委員名簿 

※とりまとめ本文、過去の会議資料等については、以下の国土交通省ホームページに

掲載しております。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000207.html 

 

 「地域資源の保全と活用に向けた歴史まちづくりや景観行政に関するワーキンググ

ループ」において、景観・歴史・文化の積極的な活用を図るために今後求められる制

度の方向性や期待される効果等がとりまとめられましたので、公表いたします。 

＜問合せ先＞ 

都市局 公園緑地・景観課 宇川、平田、齋藤 

TEL：03-5253-8111（内線 32-967）、03-5253-8954（直通） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000207.html


地域資源の保全と 活用に向けた歴史まちづく り や景観行政に関する ワーキンググループ と り まと め 概要

○ 景観法の制定（平成16 年）、歴まち法の制定（平成2 0 年）から 15 年以上が経過。これら 含め都市再生等に関する 法制度が充実してき た中で、

全国で景観・歴史・文化資源を保全し活用する まちづく り の取組が拡大し、成果をあげてき た。

○ 他方で、東京一極集中をはじめ、人口減少や高齢化に伴う 地方都市の疲弊は著しく 、これによ り 景観・歴史・文化資源の保全も 危機的な状況。

再び地域の魅力を高め、地方への人の流れを取り 戻すこと の重要性が増している 。

地域の再生に向けた景観・歴史・文化の積極活用
～景観・歴まちの新展開（景観・歴まち２．０）～

景観・歴史・文化資源をより積極的に活用するため、歴史まちづくり行政と景観行政の新展開に向け見直しを実施

歴史まちづくりの裾野拡大による地方の魅力向上

・国の重要文化財等が必須な歴史まちづくり計画の作成の文化財要件を拡大し、
市町村指定の文化財や国の登録文化財等にも対象を拡大。

・歴史まちづくり法の運用を柔軟化、文化財や観光行政等との連携も強化。

第1章

景観行政団体間の連携による広域景観の保全

・広域景観行政に関する関係市町村間での連携強化や景観の一体的な保全に向けた、
都道府県による調整を促進。

第２章

エリアリノベーションによる景観再生と地方への投資拡大

・エリア一帯のリノベーションを通じた景観の再生を推進するため、第三者による
既存建造物群の連鎖的改修・利活用を協定に基づき行う制度を創設。

第３章

◆取り組むべき施策

日出町城山から 見た別府湾（大分県別府市ほか）

犬山城下町

( 愛知県犬山市）

那古野地区

（愛知県名古屋市）

白石城（市指定文化財）

（宮城県白石市） 武家屋敷（県指定文化財）

（宮城県白石市）



第1章 歴史まちづく り の裾野拡大によ る 地方の魅力向上
◯ 歴史まちづく り 法に基づき 市町村が作成する 歴史まちづく り 計画（歴まち計画）は全国で10 0 都市が国の認定を受け、各都市において計画

に基づく ハード・ソフト の取組が進めら れ、地域の活性化、交流人口の増加、観光振興等につながってき ている 。

◯ 一方で、歴まち計画作成の要件と して、重点区域に含む必要のある 文化財が重要文化財等に限定さ れており 、歴史まちづく り に取り 組む意

欲を持つ市町村でも 当該制度を活用でき ない場合が存在し、地域資源を活用したまちづく り を推進する う えで課題と なっている 。

今後の方向性

歴史まちづく り 計画の裾野を広げ、全国で歴史まちづく り を推進していく ため、歴まち計画の重点区域に含まれる こ と が要件と なっている 文化財の範
囲を拡大する こと が適当である 。範囲拡大の対象については、例えば、重要文化的景観、国登録文化財、地方公共団体指定文化財等の、国の価値づけ
がある 文化財や、地域において規制措置が講じられている 文化財が考えられる 。
この点、新たに拡大した文化財を核と した計画の認定を行う 場合には、当該文化財によ り 形成さ れている 歴史的風致の内容や建造物が容易に滅失しな
いこ と 等の確認を十分に行う 必要がある 。（例：景観重要建造物の指定の状況の確認等）

また、歴史まちづく り 行政の運用改善のため、まちなみ規制の活用を促進しつつ、歴史的風致と して捉える 範囲等は柔軟性を高める こと が望ましい。
さ らに文化財行政や観光行政と の連携も 強化し、歴史まちづく り を進める 市町村に対して必要な支援措置を講じる こと が必要である 。

※歴史まちづく り 計画（歴まち計画）：「地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する 法律」（歴史まちづく り 法）に基づく 「歴史的風致維持向上計画」

都道府県・市区町村国

登録指定・決定・選定登録指定・選定

有形文化財有形文化財登録有形文化財重要文化財、国宝有形の
文化財 有形の民俗文化財有形の民俗文化財登録有形民俗文化財重要有形民俗文化財

遺跡遺跡登録記念物史跡、特別史跡記念物
名勝地名勝地名勝、特別名勝

動物・植物・地質鉱物動物・植物・地質鉱物天然記念物、特別天然記念物

ー伝統的建造物群保存地区ー重要伝統的建造物群保存地区伝統的建造物群

ー文化的景観ー重要文化的景観文化的景観

無形文化財無形文化財登録無形文化財重要無形文化財無形の
文化財 無形の民俗文化財無形の民俗文化財登録無形民俗文化財重要無形民俗文化財

現在、歴まち計画の作成に必須となっている
文化財（重点区域の設定に必須）
国の価値づけがある文化財や、地域において
規制措置が講じられている文化財（無形の
ものを除く）

■歴まち計画と
計画の核と なる
文化財の関係

国登録有形文化財の例
旧埼玉県繊維工業試験場

( 現・ちちぶ銘仙館）

国選定重要文化的景観の例
葛飾柴又の文化的景観

地域資源の保全と 活用に向けた歴史まちづく り や景観行政に関する ワーキンググループ と り まと め 概要



第２章 景観行政団体間の連携によ る 広域景観の保全

今後の方向性

大分県広域景観保全・形成指針（任意計画）の取組

広域景観保全に取り 組む事例

◯ 景観法では、市町村が景観行政団体と なる 場合、それぞれが独立して景観行政を担う ため、山並みや湾岸など 複数の市町村域及び都道府

県域にまたがる 自然景観等では、景観形成基準等の足並みが揃わず、広域的な景観の保全が困難と なっている 事例が散見さ れる 。

◯ 広域的な景観を保全する ため、都道府県が景観行政団体である 市町村間の景観行政を調整する こと が望ましいが、現行法では、都道府県

によ る 調整・支援に関する 制度的な事務権限が付与さ れていないため、市町村間の調整や広域的な支援を通じた関与には限界があり 、制

度運用上の実効性は限定的である 。

広域的見地に立って景観保全を進めていく ため、関係市町村間での連携強化や景観の一体的な保全に向けた都道府県によ る 調整の促進に要する 措置
を講ずる こと が考え得る 。

具体的には、広域景観保全に関する 基本的な方針の作成の促進、都道府県と 関係する 市町村で構成さ れる 調整会議の活用の促進、都道府県によ る 市
町村間の調整機能の明確化等の措置が考えられる 。

また、近年の小規模市町村を取り 巻く 社会情勢等を鑑みる と 、単独の市町村では景観行政団体と して実務的なスキームを構築する こと が困難な場合も
見られる ため、景観行政団体と しての全ての事務又は一部の事務を都道府県に返還する こ と も 選択肢と して、個別の地域事情に応じて柔軟に都道府
県・市町村間の役割分担の見直しを図る こと ができ る 環境を構築する こと が望ましい。

都道府県によ る 調整の具体例

地域資源の保全と 活用に向けた歴史まちづく り や景観行政に関する ワーキンググループ と り まと め 概要

景観の一体的な保全・形成を図る エリ アタイプA



第３章 エリ アリ ノ ベーショ ンによ る 景観再生と 地方への投資拡大

今後の方向性

主体間の関係に関する イメ ージ

◯ 空き 家・老朽化物件が点在する 低未利用地域では、景観法に基づく 規制誘導を中心と した施策で良好な景観を創出する こと は難しい。

◯ 他方、近年、民間のまちづく り 会社等が、所有者から 物件を借り 受け、リ ノベーショ ンを特定のエリ アで取り 組む事例が生まれてき ている が、

当該まちづく り 会社等に地縁が乏しく 、 再生実績が少ない初期の段階では、所有者から の信用を得て物件を確保する のに苦労している の

が現状である 。

景観計画において、景観エリ アリ ノベーショ ン（所有者に代わり 、期間を区切って建造物の
改修・利活用促進等に取り 組み、既存建物群の連鎖的再生を通じて、面的に良好な景観を
創出し、賑わいにつなげる 仕組み）を行う 区域や、将来の景観像、事業実施方針等を規定す
る こと が想定さ れる 。

民間活力を最大限活用する ため、景観整備機構の指定対象に景観エリ アリ ノ ベーショ ンを
行う 民間法人を追加する こと を検討する 必要がある 。

景観整備機構は建物所有者と 、契約内容や建物の利用に関する 事項を規定する 再生協定
を締結し、景観行政団体の認可を受ける こと で、所有者から の信用を得ら れやすく する こ
と が期待さ れる 。

事業実施
区域の指定

建物
所有者

景観整備機構
（民間法人参入を検討）

事業者
テナント
入居者

景観行政団体（市町村等）

再生協定締結

認可 指定、違反時の取消
出資、貸付 (必要に応じて)

所有者に代わって
再生・活用

全国的に人材育成・マッチング・
機運醸成を図る組織体

加入

参入促進
マッチング

時限的な現物出資・
低額賃貸

事業者探索、目利き、
用途誘導、サブリース等

景観計画に定める 区域のイメ ージ

地域資源の保全と 活用に向けた歴史まちづく り や景観行政に関する ワーキンググループ と り まと め 概要



 
別紙２ 

地域資源の保全と活用に向けた歴史まちづくりや 

景観行政に関するワーキンググループ 委員名簿 

 

【有識者】（◎：座長、敬称略） 

 ◎浅野 聡   國學院大學 観光まちづくり学部 教授・三重大学 研究基盤推進機構 

リサーチフェロー 

  越澤 明   北海道大学 名誉教授 

  下間 久美子 國學院大學 観光まちづくり学部 教授 

  窪田 亜矢  東北大学大学院 工学研究科 教授 

  惠谷 浩子  奈良文化財研究所 文化遺産部 景観研究室長 

  川原 晋   東京都立大学 都市環境科学研究科 教授 

  舟引 敏明  宮城大学 名誉教授 

 

【オブザーバー】 

  農水省 農村振興局 農村計画課 

  環境省 自然環境局 国立公園課 

  文化庁 文化資源活用課 

  観光庁 観光地域振興部 観光資源課 

 

【関係部局】 

  国土交通省 都市局 まちづくり推進課 

  

【事務局】 

  国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 
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安曇野オオルリ シジミ 保護対策会議による卵数調査状況
（ 国営アルプスあづみの公園）

町並みを 散策する観光客（ 岐阜県高山市）金沢城の復元整備（ 鼠多門・ 鼠多門橋）（ 石川県金沢市）金沢城の復元整備（ 鼠多門・ 鼠多門橋）（ 石川県金沢市） 町並みを 散策する観光客（ 岐阜県高山市）

安曇野オオルリ シジミ 保護対策会議による卵数調査状況
（ 国営アルプスあづみの公園）
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 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 高山市役所 市民活動部長　 西永　 勝己 3 2  ※

○「 歴史まちづく り 」 が犬山にも たら し てく れたも の

 ･･････････････････････････････････ 名古屋経済大学地域連携セン タ ー長／元犬山市副市長　 岡田　 和明 3 7

○鎌倉市における歴史まちづく り の取組

 ････････････････････････････････････････････････････････････ 鎌倉市まち づく り 計画部　 永井　 淳一 

 都市景観部都市景観課　 大武　 世菜

 林　 あすな 

 みどり 公園課　 早津　 宏美 4 2

○「 歴まちブラ ンド 」 を 中部から 全国へ

 ･･･････････････････････････････････････ 国土交通省中部地方整備局建政部計画管理課 4 8

○古民家利活用を 起点と し た官民連携型まちづく り の実践

 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 株式会社つぎと  取締役　 岡田　 岳史 5 0
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本文：再生紙を使用

表　 紙　 の　 写　 真

－金沢城の復元整備（ 鼠多門・ 鼠多門橋）（ 石川県金沢市） －

－町並みを散策する観光客（ 岐阜県高山市） －

－安曇野オオルリ シジミ 保護対策会議による卵数調査状況（ 国営アルプスあづみの公園） －

特集記事に対応し た写真を掲載し ており ます。（ 目次のページ数の後ろ に※がついている記事になり ます。）

〈 特別寄稿〉

○「 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」 の

　 制定経緯について

･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省大臣官房審議官　 原田　 修吾 5 5

○歴史まちづく り 法制定を 振り 返る

･･････････････････････････ 公立大学法人宮城大学名誉教授／一般財団法人公園財団理事長　 舟引　 敏明 5 8

特集
２    ネイ チャ ーポジティ ブなまちづく り

〈 総論〉

○自然共生サイ ト と 地域生物多様性増進法

･････････ 環境省自然環境局自然環境計画課地域ネイ チャ ーポジティ ブ推進室 6 3

〈 取組事例の紹介〉

○大阪府営公園におけるネイ チャ ーポジティ ブの取組

･･･････････････ 大阪府都市整備部公園課／枚方土木事務所／富田林土木事務所 6 7

○つく ば市が取り 組むネイ チャ ーポジティ ブな都市公園の運営管理

　 ～自然共生サイ ト 「 洞峰公園」 での生物多様性保全活動～

････････････････････････････････････････････････････････････ つく ば市建設部公園・ 施設課 7 2

○ネイ チャ ーポジティ ブと まちづく り 「 国営アルプスあづみの公園

　 里山文化ゾーン（ 自然共生サイ ト ） から 地域の自然再興を 考える」

････････････････････････････････ アルプスあづみの公園管理セン タ ー市民協働担当調査役　 須之部　 大 7 8 ※

特別

寄稿   『 都市計画調査委員会議事速記録』 の復刻について

　（ 都市計画協会デジタ ル・ アーカ イ ブへの取組報告（ 第１ 回））

･･･････････････････････････････････････ 公益財団法人自転車駐車場整備センタ ー理事長　 樺島　 　 徹 8 7

mailto:info@tokeikyou.or.jp
https://www.tokeikyou.or.jp/
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特集１   ⃝  歴史資源を活かし たまちづく り

國學院大學観光ま ちづく り 学部 教授　 浅野　 聡

史まちづく り 法を活用し た

歴史まちづく り の新し い展開に向けて
－ワーキンググループにおける議論を踏まえて－

歴

１ ． はじ めに

歴史ま ちづく り 法（ 地域における 歴史的風致の

維持及び向上に関する 法律） が 2008 年に制定さ

れてから 17 年が経過し 、2025 年７ 月時点で全国

で 100 都市（ 市町） が歴史ま ちづく り 計画（ 歴史

的風致維持向上計画） を作成し 、 国の認定を 受け

て運用中である 。 同法に先行し て 2004 年に制定

さ れた景観法は昨年度に制定 20 年を 迎え、 2025

年３ 月時点で 822 団体（ 39 都道府県、 783 市区

町村） が景観行政団体と なり 、 675 団体（ 22 都

道府県、 653 市区町村） が景観計画を 策定・ 運用

中である 。 こ れら の動き は、 歴史・ 景観資源を 活

用し て地域再生に取り 組む地方公共団体が増えて

いる こ と を物語っている 。

歴史・ 景観資源を 活用し たま ちづく り が全国的

に普及し ていく のは昭和期（ 戦後） である が、 ①

1960 年代～ 1970 年代、② 1980 年代～ 1990 年

代、 ③ 2000 年代以降の３ つの時期に大別する こ

と ができ よ う 。（ 詳細は拙著（ 参考文献１ ） ～２ ））

等を参照し て頂ければ幸いである 。）

1960 年代～ 1970 年代は、 高度経済成長に伴

い開発事業が展開する 中で各地の自然環境や歴史

的環境の破壊が進行し た時期であり 、 古都保存法

（ 古都における 歴史的風土の保存に関する 特別措

置法） や文化財保護法の改正によ って伝建地区制

度（ 伝統的建造物群保存地区制度） が創設さ れて

いる 。

1980 年代～ 1990 年代は、 いわゆる 量から 質

へと ま ち づく り の価値観が変化し た時期であ り 、

古都保存法や伝建地区制度の影響も あり 、 地方公

共団体によ る 独自の町並み保全条例や景観条例の

制定、 国土交通省によ る モデル事業（ 地域住宅計

画・ 歴史的地区環境整備街路事業・ 街なみ環境整

備事業等） の実施、 文化財保護法改正によ る 文化

財登録制度等が創設さ れている 。

2000 年代以降は、 歴史・ 景観資源を 活用し たま

ちづく り が制度的に本格化し た時期であり 、 都市

再生における 既存ス ト ッ ク の活用、 観光立国に向

けた観光庁の創設やイ ン バウ ン ド 対策等を背景に

し て、 景観法や歴史ま ちづく り 法が制定さ れ各地

で運用さ れている 最中である 。 そし て昭和期（ 戦

後） に拡大し た市街地を 適正規模に集約する ため

の立地適正化計画（ 都市再生特別措置法） の創設、

急増する 空き 家の適切な管理や活用を 推進する た

めの空家法（ 空家等対策の推進に関する 特別措置

法） 等の制定も あり 、 戦後の都市づく り の大き な

転換点を迎えている 。

こ のよ う な経緯を 踏ま えて、 歴史・ 景観資源を

活用し たま ちづく り に取り 組む地方公共団体を 一

層支援する ために、 制定さ れて 17 ～ 21 年が経

過し た歴史ま ちづく り 法と 景観法の改正等を 視野

に入れて、 今後のあり 方について検討する こ と を

目的に「 地域資源の保全と 活用に向けた歴史ま ち

づく り や景観行政に関する ワ ーキ ン ググ ループ」

（ 事務局： 国土交通省都市局公園緑地・ 景観課） が

2025 年に設けら れる こ と になっ た。

ワ ーキン グメ ン バーは、 越澤明氏（ 北海道大学

名誉教授）、 下間久美子氏（ 國學院大學教授）、 窪

田亜矢氏（ 東北大学教授）、恵谷浩子氏（ 奈良文化

財研究所景観研究室長）、川原普氏（ 東京都立大学

教授）、 舟引敏明氏（ 宮城大学名誉教授）、 筆者の

７ 名であ り 、 筆者が座長を 務める こ と になっ た。

なお、 越澤氏は社会資本整備審議会歴史的風土部

会長と し て、 舟引氏は国土交通省の担当者と し て

歴史ま ちづく り 法の制定に関わら れた経験を 持た
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れている 。 臨時委員と し ては、 三橋一仁氏（ 盛岡

市）、高野剛氏（ 大分県）、清水義次氏（ アフ タ ヌ ー

ン ソ サエティ ）、市原正人氏（ 株式会社ナゴ ノ ダナ

バン ク ）、 高橋雄一氏（ 白石市）、 伊藤暁氏（ 秩父

市教育委員会） に参加を し て頂き 、 それぞれの立

場から 話題提供を し て頂いた。 オブザーバー（ 関

係省庁） と し ては、 農林水産省農村計画課、 環境

省国立公園課、 文化庁文化資源活用課、 観光庁観

光資源課、 関係部局と し て国土交通省ま ちづく り

推進課の担当者に出席し て頂いた。

本稿では、 こ のワ ーキンググループでの議論を

踏ま えて、主に歴史ま ちづく り 法に焦点を あて（ 景

観法についても 簡潔に触れながら ）、法改正に関す

る 議論のポイ ン ト について、 私見を 交えながら 紹

介さ せて頂き たい。

２ ． 歴史まちづく り 法の

　 法改正に関する議論のポイ ント

歴史ま ちづく り 法の法改正に関わる 主なポイ ン

ト は、「 対象と する 文化財の種類の拡大」 である 。

●対象と する文化財の種類の拡大

現行制度では、 歴史ま ちづく り 計画を作成し て

国の認定（ 支援） を受ける ためには、 同計画で設

定する 重点区域内に「 国指定・ 選定の有形の文化

財」 の存在が必須である 。 具体的には、 有形文化

財（ 重要文化財等）、民俗文化財（ 重要有形民俗文

化財）、 記念物（ 史跡・ 名勝・ 天然記念物等）、 重

要伝統的建造物群保存地区が存在し ている こ と で

ある 。

こ れは歴史ま ちづく り 法の目的が「 歴史的風致

の維持・ 向上を 図る ためのま ちづく り を推進する

地域の取組を 国が積極的に支援する こ と によ り 、

個性豊かな地域社会の実現を 図り 、 都市の健全な

発展・ 文化の向上に寄与する こ と 」 であ る ため、

国が支援する ためには国レ ベルの価値を有する 文

化財の存在が必要である と いっ た理由から 決めら

れたも のである 。 そのため地方公共団体（ 都道府

県・ 市区町村） が指定し た文化財が存在する だけ

では国認定の対象にはなら ない、 と し て運用さ れ

てき た経緯がある 。

従っ て 市区町村に歴史ま ち づく り への意欲が

あっ ても 、残念ながら 歴史ま ちづく り 計画の策定

が難し い状況であっ た。ま た国認定を 受けている

市区町村では、設定し た重点区域内に都道府県や

市区町村の指定文化財が存在し ていても 、その修

復等は歴史ま ち づく り 計画にも と づいた国の補

助事業の対象にはな ら な いと いう 問題を 抱え て

いた。

●拡大する文化財の候補

こ れら の状況を改善する ためには、 文化財の種

類を拡大する こ と が必要になる 。 具体的には、 現

行制度で対象外と なっ ている 「 国選定の重要文化

的景観、 地方公共団体指定の有形文化財・ 有形の

民俗文化財・ 記念物（ 遺跡、 名勝、 動物・ 植物・

地質鉱物） 等、 国登録によ る 登録有形文化財・ 登

録有形民俗文化財・ 登録記念物」 を 含める こ と で

ある 。

重要文化的景観は、 国選定の文化財である こ と

から 含める こ と に問題はないと 思われる 。 文化的

景観は景観法の制定と 同時期に文化財保護法の改

正によ っ て創設さ れたも のであり 、 歴史ま ちづく

り 法の運用がス タ ート し た当初は運用実績が少な

かったが、 2024 年 10 月時点で 73 件の重要文化

的景観が選定さ れている こ と から 、 当該景観を 持

つ市区町村の中には歴史ま ちづく り 計画の作成・

認定を 希望する ニーズがある と 考えら れる 。

地方公共団体が指定する 文化財は、 地方レ ベル

の価値が明ら かにさ れており 地方公共団体が責任

を 持っ て管理し ている こ と から 、 含める こ と は特

に問題はないと 思われる 。

なお国登録有形文化財等は、（ 指定・ 選定ではな

く ） 登録であり 、 そのため現状変更は（ 許可制で

はなく ） 届出制であり 緩やかなも のと なっている 。

従って登録を抹消する こ と が容易である ため、歴史

ま ちづく り 計画の中で国登録有形文化財等が存在

する 区域を重点区域と し て設定する 際には、少なく

と も 計画期間中に滅失する 恐れがないよ う な措置

を講ずる こ と が必要であり 、景観法によ る 景観重要

建造物の指定を受ける こ と 等が考えら れる 。国登録

有形文化財等は、計画期間中に地方公共団体の文化

財に指定でき ればよ り 望ま し いと 言える 。

以上のよ う に、 現行制度では対象外と なってい

た文化財を含むよ う に拡大でき れば、 新たに取り

組も う と する 市区町村に対し て門戸を広げる こ と

が可能と なる 。 ま たすでに国の認定を受けている



20   Vol.80  No.1 20 26   SHINTOSHI

特集１   ⃝ 歴史資源を 活かし たまちづく り

市区町村にと っても 、 地方公共団体の指定文化財

等を 核にし て新し い重点区域を 追加でき る と いっ

た効果が期待さ れる 。

３ ． 歴史ま ち づく り 法の運用指針

等の改正に関わるポイ ント

（ 法改正は必要と し ないが） 歴史ま ち づく り 法

の運用指針等の改正に関わる 主な ポ イ ン ト は、

「 歴史的風致の解釈」 と 「 歴史ま ちづく り 行政の

運用上の改善」 に大別でき る が、前者について紹

介し たい。

歴史的風致の解釈の議論と は、 歴史ま ちづく り

法によ って定義さ れている 歴史的風致の解釈を 拡

大でき る かど う か、と いう こ と である 。歴史的風致

は、「 地域における 固有の歴史及び伝統を 反映し た

人々の活動と その活動が行われている 歴史上価値

の高い建造物及びその周辺の市街地が一体と なっ

て形成し てき た良好な市街地の環境」 と 定義さ れ

ており 、 ポイ ント は「 歴史的建造物」 と 「 人々の

活動」 に関する 解釈の拡大である 。

●歴史的建造物の解釈の拡大

現在は、 運用指針にて「 歴史的建造物は建築物

以外に遺構、 庭園等の人工的なも の（ 人工物） を

総称し たも の」 と 解釈さ れている が、前述の通り 、

法改正によ っ て重要文化的景観が対象に含ま れる

と 、解釈を拡大する 必要が生じ る 。 文化的景観は、

「 地域における 人々の生活又は生業及び当該地域

の風土によ り 形成さ れた景観地で我が国民の生活

又は生業の理解のため欠く こ と のでき ないも の」

（ 文化財保護法第二条第一項第五号）と 定義さ れて

いる 。 そし て重要文化的景観選定基準と し て、 水

田・ 畑地など の農耕に関する 景観地、 茅野・ 牧野

など の採草・ 放牧に関する 景観地、 用材林・ 防災

林など の森林の利用に関する 景観地等があげら れ

ている 。 以上から「 人の手が入っ た土地」（ 農業地

や林業地等） も 含むよ う に拡大する こ と が必要に

なる 。 なお歴史的風致の定義から 、 建造物及び市

街地が存在する こ と は引き 続き 条件と なる ため、

こ の点は注意し て頂き たい。

●人々の活動の解釈の拡大

「 人々の活動」 は、 50 年以上の歴史を有し てい

る も のと し て解釈さ れている が、 こ れは登録有形

文化財登録要件の中に示さ れている 原則と し て建

設後 50 年を 経過し ている も のと いう 基準等を 援

用し ている も のである 。 し かし ながら 、 歴史的建

造物を 活用し た活動は、（ 伝統的な祭礼行事等を除

く と ） 必ずし も 50 年以上継続し ている わけでは

ないも のも ある こ と から 、今後は、50 年未満のも

の（ 例えば 10 年ある いは 20 年のも の） も 認める

よ う に拡大する こ と が考えら れる 。 ま た「 外から

見える 活動や雰囲気が感じ ら れる 活動」 と し て解

釈さ れている が、 屋内を 中心と し た活動（ 例えば

セミ ナーや講演会等） が継続する こ と によ っ て歴

史的風致の形成に資する 場合も ある と 考えら れる

こ と から 、 今後は屋内の活動も 含めていく こ と が

考えら れる 。

近年は、 戦後に建てら れた「 近代建築」 が建設

後 50 年以上を 経過し たも のが増え、 その保存再

生活動が各地で生ま れている こ と から 、 近代建築

における 人々の活動を歴史的風致に含める こ と も

考えら れる 。 こ れま では主に近世（ ある いはそれ

以前） に成立し た歴史的建造物等と 人々の活動を

歴史的風致と し て位置づけている も のが多かった

が、 今後は近代建築も 対象にな り う る と 言え る。

ワ ーキンググループで議論をし ている 最中に、 伊

賀市が近代建築を 中心にし た歴史的風致を 追加す

る 方針を決めて国と 協議を し ていたこ と も こ の議

論の背景にな っ ている 。（ 筆者も 伊賀市に関わっ

ている が） 同市では坂倉準三が設計し た旧上野市

庁舎を 市の有形文化財に指定し 、 PFI 事業を 利用

し てリ ノ ベーショ ン に取り 組み、 ホテル、 観光案

内所、 カフ ェ 、 図書館と し て生ま れ変わる こ と に

なっ た。 伊賀上野城下町は、 イ コ モス 国内委員会

によ っ て「 日本の 20 世紀遺産 20 選」 に選ばれて

おり 、 近代建築を 核にし た新し い歴史ま ちづく り

が進むこ と を 期待し たい。

４ ． 景観法の法改正に関わる

　 ポイ ント

景観法は歴史ま ちづく り 法と 比較し て議論のポ

イ ン ト が多かったが、 歴史ま ちづく り 法と 関わり

のあ る ポイ ン ト は「 景観エリ ア リ ノ ベーショ ン 」

である 。 景観法に関する 議論の詳細は別稿に委ね

る こ と にし て、 景観エリ アリ ノ ベーショ ン につい
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て紹介し たい。

●景観エリ アリ ノ ベーショ ン

景観エリ アリ ノ ベーショ ン と は、 空き 家等の発

生によ り 低未利用と なっ ている 状況を 改善する た

めに、 景観行政団体が建物所有者と 調整を し た上

で特定のエリ アを 設定し 、 景観計画等と 整合さ せ

な がら 民間事業者等によ る 複数の建物群のリ ノ

ベーショ ン を支援する こ と によ り 、 積極的な景観

形成を促進し て賑わいを 生み出す仕組みのこ と で

ある 。

現状では、 民間事業者等が空き 家のリ ノ ベー

ショ ンに取り 組む際に、 所有者と の信頼関係の構

築や資金調達が難し いと いっ た問題を 抱える こ と

が多い。 こ の状況を改善する ためには、 景観行政

団体が関与し て支援する こ と が考えら れる 。

具体的には、ま ず景観行政団体は、特定のエリ ア

を 設定し て、 景観エリ アリ ノ ベーショ ンの実施方

針（ エリ アの将来像・ 事業の進め方等） を 策定し

て景観計画に位置づける 。 そし てリ ノ ベーショ ン

に取り 組む民間事業者等を（ 新し いタ イ プの） 景

観整備機構と し て認定し て社会的な信用を 与える

と と も に、 景観整備機構と 所有者がリ ノ ベーショ

ン に関する 再生協定（ 事業期間・ 契約内容・ 費用

負担等） を 締結する 際に関与し 、 民間主導によ る

事業化を 支援する 。 こ こ でいう 景観整備機構は従

来のも のと は異なり 、 景観リ ノ ベーショ ン を 実現

する ためのいわばプロ ジェ ク ト 型の景観整備機構

を 想定し ている 。 現行制度では、 景観整備機構の

指定対象は、 一般社団法人、 一般財団法人、 特定

非営利活動法人である が、 民間事業者を含めた景

観エリ アリ ノ ベーショ ン を担う 法人を 追加する こ

と が必要になる 。

景観エリ アリ ノ ベーショ ン は、 歴史ま ちづく り

と も 密接に関連し ている 。 近年、 歴史的市街地に

おいて増えている 分散型ホテル（ 分散し ている 複

数の古民家（ 町屋等） を 改修し て宿泊ができ る よ

う にし 、地域全体を１ つのホテルに見立てる も の）

も 景観エリ アリ ノ ベーショ ン の１ つと 言える 。 景

観エリ アリ ノ ベーショ ン は、 空家法に基づく 空家

対策と も 連携し ながら 、 歴史ま ちづく り 計画の重

点区域内で推進する こ と によ り 、 歴史的風致の維

持・ 向上に寄与する こ と が期待さ れる 。

５ ． ワーキン ググループ における

議論のポイ ント の特徴

ワ ーキングループにおける 議論のポイ ン ト の特

徴について私見を踏ま えてふり 返り たい。 今回の

議論は、歴史ま ちづく り 法と 景観法を 対象にし て、

初めて法改正について検討し たも のである 。 ワ ー

キンググループと 事務局で議論し た法改正案を 概

観する と 、 ①歴史・ 景観資源を活かし たま ちづく

り の対象範囲の拡大、 ②歴史的建造物等の活用を

促進する リ ノ ベーショ ンプロ ジェ ク ト の支援、 ③

民間活力の積極的活用、 と いった点が全体的に共

通し たも のと なっている 。

●歴史・ 景観資源を 活かし たまちづく り の対象範

囲の拡大

歴史ま ちづく り に取り 組む意思のある 市区町村

に対し て、 対象と なる 文化財の範囲を国指定・ 選

定から 地方公共団体指定の文化財や国登録の文化

財ま で拡大する 案と なった。

こ れは、 多く の市区町村に門戸を 開く こ と が重

視さ れたこ と によ る 。 ま た歴史的建造物や人々の

活動の解釈を 従来よ り も 拡大する こ と によ り 、 今

後は多く の市区町村を 巻き 込みながら 、 多様な歴

史・ 景観資源を 活用でき る 制度案にでき たのでは

ないだろ う か。

●歴史的建造物等の活用を 促進するリ ノ ベーショ

ンプロジェ ク ト の支援

近年の人口減少や空き 家の増加に伴う 歴史的

市街地等の空洞化を 背景に、歴史的建造物等のリ

ノ ベーショ ン を 促進する ため、景観法を 改正し て

景観エリ ア リ ノ ベーシ ョ ン 制度を 新設する 案と

なっ た。

歴史ま ち づく り 法や景観法が制定さ れた 当時

は、 空き 家への対応は個人の責務と さ れ、 地方公

共団体が関与する こ と は難し い状況にあっ た。 し

かし ながら 空家法が制定さ れる こ と によ り 、 空き

家への対応（ 適正管理・ 利活用の推進等） は地方

公共団体の責務と なり 、 空き 家を 活用し たま ちづ

く り に積極的に関わる こ と が可能になっ た。 ただ

し 行政主導によ る ま ちづく り には限界がある こ と

から 、 民間主導ある いは公民連携によ る 歴史的建

造物等の活用を 活性化する ために、 景観エリ アリ
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特集１   ⃝ 歴史資源を 活かし たまちづく り

ノ ベーショ ン 制度の提案に至っ たのである 。

歴史ま ちづく り 法はプロ ジェ ク ト 法と し て制度

設計さ れたも のである が、 景観法はコ ン ト ール法

と し て制度設計さ れている 。 景観エリ アリ ノ ベー

ショ ン と いう プロ ジェ ク ト 型の制度を 加える こ と

によ り 、 景観法も プロ ジェ ク ト 法の性格が加味さ

れ、 今後はよ り 幅広い運用が可能になっ たと 言え

よ う 。

●民間活力の積極的活用

全体的に歴史的建造物等を活用し たま ちづく り

における 行政主導の限界を 補完する ために、 民間

事業者や地域住民の積極的な参加を促す性格を 持

つ案と なっ た。

対象と する 文化財の種類や歴史的風致の解釈の

拡大や景観エリ アリ ノ ベーショ ン 制度の新設等に

よ り 、 民間主導ある いは公民連携によ る 歴史ま ち

づく り が全国的に活性化する こ と が大いに期待さ

れる 。

なお時間的な制約のために十分に掘り 下げら れ

なかっ たこ と も あっ た。 私見である が、 立地適正

化計画や空家対策等計画と の連携、 再生可能エネ

ルギー施設（ 太陽光発電施設等） への対応、 激甚

化する 自然災害等を 背景にし た観光地防災の強化

等がある と 考えら れ、 こ れら については引き 続き

議論さ れる こ と が期待さ れる 。

６ ． おわり に

17 年前（ 2009 年１ 月 19 日） に歴史ま ちづく

り 計画の国認定第１ 号と なった都市の１ つに三重

県亀山市がある 。 筆者は亀山市景観計画策定委員

会委員長と し て、 同市の歴史ま ちづく り 計画の作

成と 連携し ながら 東海道沿いの町並み調査に取り

組み、 景観計画の策定に関わっ ていた。 当時は国

認定を 受ける ために歴史ま ちづく り 計画と 景観計

画の両方の策定が必須であったためであり 、 大変

に懐かし い思い出である 。

2025 年の夏に国土交通省によ っ てワ ーキン グ

グループの設立が発表さ れたが、 その後、 顔馴染

みの地方公共団体の担当者から 議論の行方につい

て尋ねら れたこ と があり 、 両法に対する 行政側の

関心の高さ を 実感し た。 今後、 法改正等が実現し

た際には、 改正のポイ ン ト や期待さ れる 効果を解

説する 場が設けら れ、 新し い制度が広く 普及し 活

用さ れる こ と を切に願っ ている 。

今回のワ ーキン グでは、 両法の改正を 視野に入

れて集中的に議論を 行い、 有意義な結論が得ら れ

たのではないかと 考えている 。 歴史ま ちづく り 法

と 景観法は制度的に補完関係にあり 、 適切に組み

合わせて活用する こ と で、 よ り 大き な効果が期待

さ れる も のである 。

なお本稿で紹介し た改正案は、 今後、 国土交通

省内部での検討や関係省庁と の協議、 国会審議等

を経る 予定であり 、 内容に変更が生じ る 可能性が

ある 点をご理解頂ければ幸いである 。

（ あさ の　 さ と し ）
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